
板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱 

（令和５年１０月３１日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区内に所在する私立幼稚園（東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外

の認定こども園の認定の要件を定める条例（令和４年板橋区条例第１７号）第３条第１号に規定

する幼稚園型認定こども園を含む。以下「私立幼稚園」という。）が、多様な他者との関わりの機

会の創出事業実施要綱（令和５年３月３０日福保子第４９４３号。以下「実施要綱」という。）に

基づき実施する事業に対して、その経費の一部を補助することにより、保育所、幼稚園、認定こ

ども園等（以下「保育所等」という。）を利用していない未就学児が、多様な他者との関わりの中

での様々な体験や経験を通じて、非認知能力の向上等の健やかな成長を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 関係機関 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所、同法

第１２条の６に規定する保健所、同法第４４条の２に規定する児童家庭支援センター又は社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条に規定する福祉に関する事務所をいう。 

⑵ 要支援児童等 次のいずれかに該当する児童をいう。 

ア 実施要綱第３の２に規定する要支援家庭の児童等 

イ 関係機関が家庭での育児が困難であると推定する児童であって、継続的な見守りのため、

関係機関と私立幼稚園との間で定期的な情報共有等を要する者 

２ 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語

の例による。 

 

（対象児童） 

第３条 次条に規定する補助事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、保育所等に通

っていない、又は在籍していない０歳児から２歳児までの乳幼児とする。 

 

（補助事業） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、実施要綱に基づき、私

立幼稚園が、対象児童に対し実施する以下の事業とする。 

⑴ 定期的な預かり 

  ア 一定程度継続的（月を単位として複数月）な預かりの実施 

  イ 対象児童の集団における子供の育ちに着目した支援計画の作成及び日々の保育の状況の

記録 

  ウ 対象児童を養育する保護者に対する定期的な面談等及び子育てに関する助言等の実施 

⑵ 要支援児童等の預かり 

 ア 要支援児童等に対する定期的な預かりの実施 

 イ 関係機関との連携の下、情報共有や定期的な打合せに基づいた支援計画を作成し、関係機

関との協働対処による相談支援を行う等、適切な支援の実施 



 ウ 対象児童を養育する保護者に対する定期的な面談等及び子育てに関する助言等の実施 

 

（補助要件） 

第５条 私立幼稚園の設置者又は園長（以下「設置者等」という。）は、事業を実施し、運営に要す

る費用の一部について補助を受けようとする場合には、次に定める要件を満たさなければならな

い。 

 ⑴ 設備基準 

   私立幼稚園で実施する場合は、東京都一時預かり事業実施要綱（平成２７年７月２７日付２

７福保子保第５０７号）４⑴で規定する一般型一時預かり事業の規定に準じて実施すること。

ただし、東京都幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預か

り事業）運営費等補助金交付要綱（平成２８年１月１９日付２７生私振第１１６２号）第４の

３に規定する幼稚園型Ⅱ一時預かり事業を実施する私立幼稚園は、幼稚園Ⅱ型一時預かり事業

の規定に準じて実施すること。 

 ⑵ 人員基準 

対象児童の処遇を行う者（以下「保育従事者」という。）の６割（保育従事者が２名の場合は

１名）以上は、保育士又は看護師（助産師及び保健師を含む。）（以下「保育士等」という。）の

資格を有する者であること。 

 

（利用者負担） 

第６条 私立幼稚園は、補助事業の実施に必要な経費の一部を利用者負担とすることができる。た

だし、利用者負担上限額を、原則として、日額制の場合は１日（８時間まで）当たり２，２００

円、月額制の場合は１月（１日８時間及び１月１６０時間まで）当たり４４，０００円とする。 

２ 前項に規定する時間を超えて預かりを実施する場合、当該超える預かり時間１時間当たり２７

５円を上限として利用者負担とすることができる。 

 

（届出） 

第７条 設置者等は、補助事業を実施しようとするときは、別記第１号様式により、あらかじめ区

長に届け出なければならない。 

２ 設置者等は、前項の規定により届け出た事業の内容を変更するときは別記第２号様式により、

事業を休止するときは別記第３号様式により、事業を廃止するときは別記第４号様式により区長

に届け出なければならない。 

 

（補助対象経費） 

第８条 この補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するための経費のうち、別表に定める経

費とする。 

 

（補助金交付額） 

第９条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費として私立幼稚園が支出

した額から寄附金その他収入額を差し引いた額とを比較していずれか少ない額とし、予算の範囲



内で交付するものとする。 

２ 前項の規定により算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

た額とする。 

 

（交付申請） 

第１０条 この補助金の交付申請は、別に定める期日までに別記第５号様式に関係書類を添えて、

設置者等が区長に対して行うものとする。 

 

（交付決定及び通知） 

第１１条 区長は、前条の申請書を受領したときは、関係書類を審査したうえで、補助金を交付す

べきか否か決定するものとする。 

２ 区長は、補助金の交付を決定したときは、別記第６号様式により、交付しないことを決定した

ときは、その理由を付した通知書により、設置者に通知するものとする。 

 

（変更交付申請及び変更交付決定） 

第１２条 前条の規定により補助金の交付決定をした後、事業状況に変更が生じたときは、

設置者等は別記第７号様式に必要な書類を添えて、直ちに区長へ変更交付申請するものと

する。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、変更交付を決定したとき

は、別記第８号様式により、また交付しないことを決定したときは、その理由を付した通

知書により、当該設置者等に通知するものとする。  

 

（実施状況報告） 

第１３条 補助金の交付を受ける設置者等は毎月、別記第９号様式に必要書類を添えて、区が

指定する日までに、事業の実施状況を区長に報告しなければならない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１４条 この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決

定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容を変更するものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 設置者等は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに、別記第１０号様式に

関係書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 区長は、前条の規定による実績報告の審査その他必要に応じて行う現地調査等により、

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第１１号様式により、設置者等に通知す

るものとする。 



 

（交付請求） 

第１７条 前条の規定により、補助金の額の確定の通知を受けた設置者等は、別記第１２号様式に

より、区長に請求しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１８条 区長は、設置者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すものとする。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。 

⑶ 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

たとき。 

２ 前項の規定は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 区長は、第１４条又は前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２０条 設置者等は、第１８条第１項第１号及び第２号の規定により補助金の交付の決定が取り

消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日

数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額

を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場

合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 設置者等は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセ

ントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項の場合において、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延

滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第２１条 設置者等が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その設置者等に対して、ほかの同種の事務又は

事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時

停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。 

 

 

 



（財産処分の制限及び財産の管理） 

第２２条 設置者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及

び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（令和

５年４月１日付こども家庭庁告示第九号）に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けな

いで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。 

２ 区長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより設置者等に収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を区に返納させることができる。 

３ 設置者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率

的な運用を図らなければならない。 

 

（補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額） 

第２３条 設置者等は、事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに別記第１３号様式により区長に報告しな

ければならない。 

２ 区長は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させるこ

とができる。 

 

（調査） 

第２４条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた設置者等に対し報告

を求め、又は実地に調査を行うものとする。 

 

（関係書類の保管） 

第２５条 補助金の交付の決定を受けた設置者等は、補助金及び補助事業に係る予算及び決算の関

係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業の完了した年度終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

 

（補則） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、東京都板橋区補助 

 金等交付規則（昭和４２年板橋区規則第３号）によるものとする。 

 

（その他） 

第２７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局 

次長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年１０月３１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

付 則 



この要綱は、令和６年８月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

別表（第８条関係） 

補助基準額 補助対象経費 

１ 定期的な預かり 

  第３条第１号に規定する事業を実施する場合 

⑴実施日数が年間で１日以上１０４日以下 

７，９６８，０００ 円（１か所当たり年額） 

⑵実施日数が年間で１０５日以上２０８日以下 

１２，３９８，０００円（１か所当たり年額） 

⑶実施日数が年間で２０９日以上 

１４，５９６，０００円（１か所当たり年額） 

事業実施に必要な経費 

２ 要支援児童等の預かり 

  第３条第２号に規定する事業を実施する場合 

  ７４２，０００円（１か所当たり年額） 

事業実施に必要な経費 

３ 開設準備等経費 

  新たに事業を開始する場合及び利用児童数の

増加等によって施設の改修が必要となる場合 

  ４，０００，０００円（１か所当たり年額） 

事業実施に必要な改修費、備品購入経費等 

※補助金交付年度中に支払われたものに

限る。 

 



別記第１号様式(第７条関係 )

事 業 の 種 類

主な職員の氏名及び経歴

施 設 の 名 称

施 設 の 種 類

施 設 の 所 在 地

実 施 時 間 時

利 用 料

）

）

事 業 開 始 予 定 年 月 日

備考

　　の他の経歴を確認できる書類を添付してください。

　１　「事業の内容」欄には、実施する多様な他者との関わりの機会の創出事業の概略を記載の上、

　　収支予算書及び事業計画書を添付してください。ただし、インターネットを利用して当該書類の

　　内容を確認できるURLを記載する場合には、書類の添付は必要ありません。

　２　「主な職員の氏名及び経歴」については、氏名及び生年月日、常勤・非常勤の別、資格の有無そ

建物の構造 造 階建（設置図及び平面図を添付）

設 備
遊具（

その他（

㎡ [1人当たり ㎡ ］

その他 ㎡

面 積 及 び 構 造

施設の面積 ㎡

　保育室 ㎡ [1人当たり ㎡ ］

　乳児室又はほふく室

分から 時 分まで

利 用 定 員 人

　板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第７条第１項の
規定により届け出ます。

多様な他者との関わりの機会の創出事業費

事 業 の 内 容

職員の定数及び職務内容
職員数 名 （常勤 名 非常勤 名 ）

（職務の内容を確認できる書類を添付）

（書類を添付）

設
置
者
等

住 所

名 称

代 表 者
氏 名

所 在 地

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業実施届

年　　月　　日

（宛先）東京都板橋区長

幼 稚 園 名



第２号様式(第７条関係)

（宛先）東京都板橋区長

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

備考

１　「事業の種類及び内容」の変更の場合は、多様な他者との関わりの機会の創出事業の概略を記載

の上、収支予算書及び事業計画書を添付してください。ただし、インターネットを利用して当該

書類の内容を確認できるURLを記載する場合には、書類の添付は必要ありません。

２　「職員の定数及び職務内容」の変更の場合は、職務の内容を確認できる書類を添付してください。

３　「主な職員の氏名及び経歴」の変更の場合は、氏名及び生年月日、常勤・非常勤の別、資格の有

無その他の経歴を確認できる書類を添付してください。

４　「面積及び構造」の変更の場合は、設置図及び平面図を添付してください。

５　「条例、定款その他の基本約款」の変更の場合は、書類を添付してください。

施設の所在地

利用定員

実施時間

利用料

面積及び構造

設備

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業内容変更届

年　月　日

　年　月　日付けで実施の届出を行った事業について、次のとおり変更したので、板橋区私立幼稚園に
おける多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により届け出ま
す。

設
置
者
等

幼 稚 園 名

所 在 地

住 所

名 称

代 表 者
氏 名

変
更
前

変
更
後

変 更 の 理 由

事業変更年月日

変 更 内 容
（「変更する
事項」に応じ
記載してくだ
さ い 。 ）

変 更 す る 事 項
（該当する事項に
レ点を付けてくだ
さ い 。 ）

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

設置者等の住所及び氏名

事業の種類及び内容

職員の定数及び職務内容

主な職員の氏名及び経歴

施設の名称

施設の種類



第３号様式（第７条関係）

（宛先）東京都板橋区長

住 所

名 称

代 表 者
氏 名

　年　月　日付けで実施の届出を行った事業について、次のとおり休止するので、板橋区私立幼稚

園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、

届け出ます。

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

事 業 休 止 年 月 日

休 止 理 由

事業休止予定期間

現に便宜を受けてい
る乳幼児に対する措
置及び従事職員の処
遇 に つ い て

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業休止届

年　月　日

幼 稚 園 名

所 在 地

設
置
者
等



第４号様式（第７条関係）

（宛先）東京都板橋区長

住 所

名 称

代 表 者
氏 名

により届け出ます。

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

事 業 廃 止 年 月 日

廃 止 理 由

年　月　日

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業廃止届

現に便宜を受けてい
る乳幼児に対する措
置及び従事職員の処
遇 に つ い て

設
置
者
等

幼 稚 園 名

所 在 地

　年　月　日付けで実施の届出を行った事業について、次のとおり廃止するので、板橋区私立

幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定



第５号様式（第１０条関係） 

 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付申請書

（   年度） 

 

         年  月  日  

           

（宛先）東京都板橋区長        

 

 

幼稚園名  

所 在 地  

設

置

者

等 

住 所  

名 称  

代 表 者 

氏 名 
            

 

          

        

 板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第

１０条の規定により、板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業

費補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額                 円 

 

２ 添付書類         別紙年間計画書のとおり 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１１条関係） 

           年  月  日  

 

 

          様 

 

東京都板橋区長 

 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 

交付決定通知書 

 

   年 月 日付けで申請のあった板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの

機会の創出事業費補助金について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

                  記          

 

１ 交付決定額 

                円 

 

２ 補助条件 

（１）板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交

付要綱の規定を遵守すること。  

（２）園児の利用状況の減少等の理由により補助対象経費が変更された場合における

補助金の額については、別に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１２条関係） 

 

       

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 

変更交付申請書（   年度） 

 

         年  月  日  

           

（宛先）東京都板橋区長        

 

 

幼稚園名  

所 在 地  

設

置

者

等 

住 所  

名 称  

代 表 者 

氏 名 
            

 

          

        

 板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第

１２条第１項の規定により、  年  月  日付  第  号による交付決定額を変更

して、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請額            円 

 

２ 添付書類         別紙年間計画書のとおり 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１２条関係） 

           年  月  日  

 

 

         様 

 

東京都板橋区長 

 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 

変更交付決定通知書 

 

   年 月 日付けで変更交付申請のあった板橋区私立幼稚園における多様な他者との

関わりの機会の創出事業費補助金について、下記のとおり変更交付決定したので通知しま

す。 

 

                  記          

 

１ 交付決定額 

            円 

 

２ 補助条件 

（１）板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交

付要綱の規定を遵守すること。  

（２）園児の利用状況の減少等の理由により補助対象経費が変更された場合における

補助金の額については、別に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（　　　　年　　　　月分　） 年   月

（宛先）東京都板橋区長

人 人 人

人 人 人

要支援児童等（区内） 延 人

内訳 利用者負担軽減対象者 延 人

２　多様な他者との関わりの創出事業従事職員について
・別紙職員名簿のとおり

３　多様な他者との関わりの創出事業利用児童について
・別紙利用児童名簿のとおり

延べ利用人数

学年別利用実人数（区内） 0人

学年別利用実人数（区外） 0人

記
１　利用状況
【定期的な預かり事業】

設
置
者
等

住所
法人名称
代表者
職氏名

 板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業を下記のとおり実施
したので報告する。

０歳児 １歳児 ２歳児 合計

所 在 地

第９号様式（第１３条関係）

年　　　　　月　　　　日

幼稚園名

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業実施状況報告書



 

第１０号様式（第１５条関係） 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業実績報告書 

（   年度） 

         年  月  日  

（宛先）東京都板橋区長 

幼 稚 園 名  

所  在  地  

設

置

者

等 

住 所  

法 人 名 称  

代 表 者 

職 氏 名 
               

 

  年度板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱第１５条の規定

により、板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金に係る事業実績について、

下記のとおり報告します。 

記 

 

１ 交付申請した補助金の額                  円 

 

２ 年間実績に基づく補助金の額                円 

 

（内訳） １．定期的な預かり                 円 

     ２．要支援児童等の預かり              円 

３．開設準備等経費                 円 

   

３ 多様な他者との関わりの機会の創出事業の実績 

（１） 年間延べ利用人数 

【定期的な預かり】※要支援児童等を除く 

延       人 

 

【要支援児童等の預かり】 

延       人  

 

（２） 年間保育実施日 

         日 

 

（３） 添付書類 

当事業に係る収支について（別紙） 



第１１号様式（第１６条関係）       

           年  月  日  

           

 

             様 

 

 

 東京都板橋区長 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費 

補助金確定通知書（  年度） 

 

   年 月 日付け板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業

実績報告書に基づき、板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業

費補助金の額を下記のとおり確定したため、通知します。 

 

                記          

           

１  補助金確定額                 円      

       

補助金交付決定金額 円 

補助金確定額 円 

 

   

          

  

          



第１２号様式（第１７条関係）       

            

           

 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費 

補助金交付請求書 

 

 

金額 

千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

円 

 

ただし、 年 月 日付け 第 号により交付額が確定された 年度板橋区

私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金として、

上記金額を請求する。 

 

 

 

 

 

 

（宛先）東京都板橋区長 

 

年  月  日 

 

                 

幼稚園名  

所 在 地  

設

置

者

等 

住 所  

名 称  

代 表 者 

氏 名 
            

 

 



第１３号様式（第２３条関係） 

  年   月   日 

 

 

板橋区私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

（宛 先）東京都板橋区長 

 

幼 稚 園 名  

所  在  地  

設

置

者

等 

住 所  

名 称  

代表者 

氏 名 
               

 

年  月  日付け  第    号で交付額の確定があった板橋区私立幼稚園における

多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額について、下記のとおり報告します。 

記 

 

 １ 補助金確定額   

金          円 

 

 ２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

   （要補助金返還相当額） 

 

金          円 

 

 ３ 添付資料 

   上記２の金額の積算内訳等参考となる書類 

 

 


